
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 納期の特例の適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：源泉所得税の納期の特例は、給与等の

支払を受ける者が10人未満の事業者に適用が

あるそうですが、10人未満かどうかはどのよ

うに判定するのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように判定します。 

【解説】  

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

は、原則として、給与などを実際に支払った

月の翌月10日までに国に納めなければなり

ませんが、給与の支給人員が常時10人未満の

源泉徴収義務者については、源泉徴収した所

得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて

納めることができる特例があります。 

これを源泉所得税の納期の特例といいま

す。 

この場合の「給与の支給人員が常時10人未

満」かどうかは、給与の支払を受ける者の数

が平常の状態において10人未満であるかど

うかにより判定することとされています。 

したがって、たとえば労働者を日々雇い入

れることを常態とする事業者の場合であれ

ば、たとえ常雇人の人数が10人未満であって

も、日々雇い入れる者を含めると常時10人以

上になるということであれば、この特例を適

用することはできません。 

なお、労働者を日々雇い入れることを常態

としない者が繁忙期には臨時に使用した人

数を含めると給与の支払を受ける者が10人

以上となるような場合には、給与の支払を受

ける者は常時10人未満であるものとされ、納

期の特例を適用することができます。    
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